[bookmark: _kabu2uo1q19]治療方針確認書
（動物病院・ペットクリニック）

本確認書は、動物病院（以下「病院」という。）が飼い主（以下「飼い主」という。）に対し、診療対象となる動物（以下「対象動物」という。）の診断結果、治療方針及び治療に伴う事項について説明し、双方が内容を確認することを目的として作成する。

[bookmark: _thsuwezeuxo5]第1条（目的）
本確認書は、対象動物に対する診療及び治療方針について、病院が飼い主へ十分な説明を行い、飼い主がその内容を理解及び確認したことを明らかにするとともに、今後の治療方針に関する認識の相違を防止することを目的とする。

[bookmark: _p61v6q2v14tx]第2条（対象動物）
対象動物の概要は次のとおりとする。
1. 動物種
2. 品種
3. 名前
4. 性別
5. 年齢又は生年月日
6. 毛色等の特徴
7. マイクロチップ番号（ある場合）
8. カルテ番号

[bookmark: _shdwhalrlhd8]第3条（診断内容）
病院は、診察、検査その他必要な診療に基づき、現時点における対象動物の健康状態及び診断内容について説明する。
診断内容には次の事項を含む。
(1) 主な症状
(2) 疾患名又は疑われる疾患
(3) 重症度
(4) 現在判明している検査結果
(5) 今後追加が必要となる可能性のある検査
なお、獣医療上、診断は治療経過や追加検査等により変更される場合がある。

[bookmark: _cvg5iaf7c86t]第4条（治療方針）
病院は、現在予定する治療方針について説明する。
治療方針には必要に応じ、次の内容を含む。
(1) 内科治療
(2) 外科治療
(3) 投薬治療
(4) 点滴治療
(5) 食事療法
(6) リハビリテーション
(7) 定期的な経過観察
(8) 緩和ケア
(9) その他必要な治療

[bookmark: _lz1x4y168zf]第5条（治療方法の変更）
対象動物の病状、検査結果その他医学的判断により、病院は治療内容を変更又は追加する必要がある場合がある。
病院は可能な限り事前に飼い主へ説明するものとするが、緊急を要し説明の時間的余裕がない場合は、対象動物の生命又は健康維持を優先し、必要な処置を行うことができる。

[bookmark: _m1s2auhkkvxm]第6条（予後及び治療効果）
病院は、現時点で予測される予後及び治療効果について説明する。
ただし、
(1) 病状には個体差があること
(2) 治療効果を保証できないこと
(3) 完治を保証するものではないこと
(4) 症状が悪化する可能性もあること
について飼い主は理解するものとする。

[bookmark: _v629arxlmoxl]第7条（治療リスク）
飼い主は、治療には次のようなリスクが伴うことを理解する。
(1) 病状の進行
(2) 合併症
(3) 副作用
(4) 出血
(5) 感染
(6) 麻酔事故（麻酔を伴う場合）
(7) 治療中又は治療後の死亡
(8) その他予測困難な偶発症

[bookmark: _s3lhd24dnvol]第8条（検査及び追加処置）
病院は、治療上必要と判断した場合には、追加検査又は追加処置を提案することができる。
飼い主は説明を受けたうえで、その実施可否を判断するものとする。

[bookmark: _5mv0k7jvisg6]第9条（費用）
病院は、現時点で予定される診療費、治療費及び検査費等について説明する。
ただし、
(1) 病状の変化
(2) 治療期間の延長
(3) 追加検査
(4) 追加処置
等により費用が増減する場合がある。

[bookmark: _ljpmeeajmzhr]第10条（通院及び入院）
病院は必要に応じ、
(1) 通院治療
(2) 入院治療
(3) 再診予定
(4) 自宅療養
等について説明する。
飼い主は、病院の指示に従い適切な管理を行うよう努めるものとする。

[bookmark: _xbl9yjx7hlk0]第11条（飼い主の協力義務）
飼い主は、対象動物の適切な治療のため、次の事項に協力する。
(1) 正確な既往歴及び現在の健康状態を申告すること
(2) 他院での治療歴を申告すること
(3) 投薬状況を申告すること
(4) 病院の指示を遵守すること
(5) 異常を認めた場合には速やかに連絡すること

[bookmark: _sddzgdw34cke]第12条（治療中止等）
飼い主は、自己の意思により治療を中止又は変更することができる。
この場合、病院は、治療中止により生じ得る健康上の不利益について説明するものとする。

[bookmark: _n6pr7k6r7q25]第13条（記録の保管）
病院は、診療録、検査結果その他診療記録を法令その他病院の規程に従い適切に保管する。

[bookmark: _x8tnmc6jmi6l]第14条（個人情報等）
病院は、飼い主及び対象動物に関する情報を関係法令及び院内規程に従い適切に管理する。

[bookmark: _6c9qcemhjmta]第15条（協議事項）
本確認書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合には、病院及び飼い主は誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _7u6ofjz4u8v9]確認事項
病院は、本確認書の内容について飼い主へ十分な説明を行いました。
飼い主は、治療方針、予後、リスク、費用及び今後の治療予定について説明を受け、その内容を理解及び確認しました。
また、治療結果について保証されるものではないことを理解しています。
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[bookmark: _gh4am1cpnqh8]【病院】
病院名：

所在地：

担当獣医師：

署名：

日付：
[bookmark: _hw4t65wqb0et]
[bookmark: _xw8wozwlt57p]【飼い主】
氏名：

住所：

電話番号：

署名：

日付：

